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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液状物が通流する配管を備えた被洗浄設備を定置洗浄する有機物分解装置であって、
　洗浄液を前記被洗浄設備に供給する供給管と、
　前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する回収
管と、
　前記被洗浄設備から回収された前記洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理部と、
　前記オゾンを作用させた前記洗浄液を脱気する脱気部と、
　前記洗浄液を加熱する加熱装置と、を備え、
　前記加熱装置は、前記オゾン処理部における入口温度が５０℃以上となるように前記洗
浄液を加熱し、
　前記有機物分解装置は、脱気された前記洗浄液を前記被洗浄設備に再供給することを特
徴とする有機物分解装置。
【請求項２】
　前記加熱装置が、前記オゾン処理部の出口よりも下流、且つ、前記被洗浄設備の入口よ
りも上流に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の有機物分解装置。
【請求項３】
　前記加熱装置が、前記被洗浄設備の出口よりも下流、且つ、前記オゾン処理部の入口よ
りも上流に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の有機物分解装置。
【請求項４】
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　前記加熱装置は、前記オゾン処理部における入口温度が５０℃以上、且つ、前記被洗浄
設備における入口温度が５０℃以上となるように前記洗浄液を加熱することを特徴とする
請求項１に記載の有機物分解装置。
【請求項５】
　前記オゾン処理部における前記洗浄液のｐＨが３．５以上であることを特徴とする請求
項１に記載の有機物分解装置。
【請求項６】
　液状物が通流する配管を備えた被洗浄設備に洗浄液を供給すると共に、前記被洗浄設備
を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する工程と、
　前記被洗浄設備から回収された前記洗浄液にオゾンを作用させて、前記洗浄液に含まれ
ている前記有機物を分解させる工程と、
　前記オゾンを作用させた前記洗浄液を脱気する工程と、
　前記被洗浄設備に供給される前記洗浄液及び前記被洗浄設備から回収された前記洗浄液
のうちの少なくとも一方を加熱する工程と、
　脱気された前記洗浄液を前記被洗浄設備に再供給する工程と、を含み、
　前記洗浄液を加熱する工程においては、前記オゾンを作用させるときの前記洗浄液の液
温が５０℃以上となるように前記洗浄液を加熱することを特徴とする有機物分解方法。
【請求項７】
　前記洗浄液を加熱する工程において、前記オゾンを作用させるときの液温が５０℃以上
、且つ、前記被洗浄設備に供給するときの液温が５０℃以上となるように前記洗浄液を加
熱することを特徴とする請求項６に記載の有機物分解方法。
【請求項８】
　前記オゾンを作用させるときの前記洗浄液のｐＨが３．５以上であることを特徴とする
請求項６に記載の有機物分解方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液状製品の製造設備の定置洗浄に用いられる有機物分解装置及び有機物分解
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　飲料をはじめとする液状製品の製造設備は、配管や、タンクや、ポンプ等の機器類を備
えている。このような製造設備の洗浄方法は、分解洗浄（Cleaning Out Place；ＣＯＰ）
と、定置洗浄（Cleaning In Place；ＣＩＰ）とに凡そ大別される。分解洗浄では、製造
設備が分解され、各部品毎に手洗いを中心とした洗浄が行われる。これに対して、定置洗
浄では、製造設備を分解すること無く、製造ラインに自動で洗浄液を通じることにより洗
浄が行われる。
【０００３】
　定置洗浄は、製造設備の分解を伴わない洗浄方法であるため、分解洗浄と比較して洗浄
作業の確実性や安全性の確保に適しており、洗浄時間の短縮化も可能としている。そのた
め、液状製品の製造設備の洗浄方法としては、製造設備の稼働効率の向上にも資する定置
洗浄が主流である。定置洗浄は、一般に、製造設備に併設された定置洗浄装置によって製
造ラインに洗浄液を循環供給することにより行われる。
【０００４】
　液状製品の製造設備の定置洗浄においては、タンパクや炭水化物等の有機物を分解する
ためのアルカリ性洗浄液、無機塩類等の無機物を除去するための酸性洗浄液、界面活性剤
、殺菌剤等が用いられることが多い。また、前洗浄や濯ぎ等の目的で清水も多用される。
これらの洗浄液は、温水域以上に加熱された後に製造ラインに通され、洗浄効率や殺菌性
の向上が図られている。洗浄液の循環供給は長時間にわたって行われるため、洗浄液のの
べ液量や、その加熱に費やす熱量は、軽視できない水準に及んでいる。
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【０００５】
　通常、液状製品の製造設備に備えられる配管、タンク、ポンプ等の機器類の接続部には
、ガスケットやパッキン等のシール部材が介装される。液状製品の製造にあたって香料等
が使用された場合、香料に含まれる香気成分が、シール部材の表面に付着したり、シール
部材の深部にまで浸透したりすることが知られている。このようにして生じる香気成分の
着香は、エチレン・プロピレン・ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、シ
リコンゴム等を材質とするシール部材において顕著である。
【０００６】
　シール部材に着香した香気成分は、アルカリ洗浄や酸洗浄によっても短時間に除去する
ことが困難である。シール部材等に香気成分が残留していると、製造ライン上で製品切り
替えがなされた後にも溶出し続け、他製品へ移行して香り移りの問題を生じてしまう。従
来、このような問題に対処するために、製造ラインの脱臭を目的とした脱臭洗浄が実施さ
れている。脱臭洗浄は、アルカリ洗浄や酸洗浄に付随して行われており、脱臭洗浄の実施
によって、大量の熱水が追加的に必要になったり、定置洗浄の所要時間が長期化したりし
ている現状がある。
【０００７】
　従来は、脱臭洗浄にオゾン水を利用する技術が検討されている。例えば、特許文献１に
は、食品製造設備の被洗浄物を洗浄する洗浄装置であって、オゾンを生成するオゾン発生
器と、オゾンを溶解させる水を加熱する加熱装置と、オゾンと加熱した水とを混合して加
熱オゾン混合水を調製する混合器と、加熱オゾン混合水を食品製造設備の被洗浄物に供給
する配管とを含む洗浄装置について開示されている（請求項１、請求項２等参照）。被洗
浄物としては、シリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、食品製造タンク、接続
配管が挙げられている。また、食品製造設備の被洗浄物を洗浄する洗浄方法であって、オ
ゾンを生成し、オゾンを溶解させる水を加熱し、生成されたオゾンと加熱された水とを混
合してオゾン混合水を調製し、シリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、食品製
造タンク、接続配管からなる被洗浄物を、オゾン混合水を用いて洗浄することでシール材
に付着した香気成分の除去を行う洗浄方法について開示されている（請求項６等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４９１９３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に開示される技術では、食品製造設備の被洗浄物にオゾン混合水を供給し、
シリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、食品製造タンク、接続配管を洗浄する
ことによって、シール材に付着した香気成分の除去を行っている。このとき、加熱された
加熱オゾン混合水を用いると、シール材に吸着した香気成分を効率よく除去することがで
きるとされている。
【００１０】
　しかしながら、定置洗浄すべき被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、オゾン
が、香気成分の分解に十分に寄与することができない。被洗浄設備に対して供給されたオ
ゾンは、水分の存在下で早期に分解し、被洗浄設備の出口側にまでは到達できないためで
ある。オゾン溶液の液温が低温であれば、オゾンの溶解度が高くなり、オゾンの自己分解
も生じ難くなるので、被洗浄設備の出口側にまで、より高濃度のオゾンを到達させる余地
はある。しかし、オゾン溶液の液温を低温にすると、香気成分の分解の反応速度が低下し
てしまうため、結果的には、脱臭の効率が悪化する可能性が高い。
【００１１】
　また、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、被洗浄設備内に供給されたオゾ
ンが、溶解度が低い分子状酸素に分解し、配管等の内部に気泡を発生させてしまう。この
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ような気泡が大量に蓄積すると、配管等の内部に空気溜まりが形成され、洗浄液が到達し
難い箇所が局所的に生じる虞がある。つまり、オゾンを被洗浄設備内に供給する方法では
、着香している香気成分を漏れ無く溶出させることが困難である。
【００１２】
　また、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、オゾンと、シール部材から溶出
した香気成分とが、専ら被洗浄設備内で反応することになる。反応雰囲気が管理されてい
ない被洗浄設備内では、オゾンと香気成分との反応効率が悪いし、オゾンの自己分解によ
り生じる活性種も有効に働かなくなる。例えば、香気成分の多くは、結合解離エネルギが
高く、オゾンによる直接酸化のみでは分解し難いため、オゾンの自己分解により生成する
ヒドロキシルラジカル等が必要とされる。ところが、被洗浄設備にオゾン混合水を供給す
る方法では、こうした活性種も香気成分と接触する前に早期に消失してしまう。
【００１３】
　このように、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、脱臭の効率が悪いため、
被洗浄物に着香している香気成分が十分に分解されるまで、オゾン混合水の供給や加熱を
長時間にわたり継続し続けなければならない。また、被洗浄設備内ではオゾンと香気成分
との反応効率が悪く、適切に分解されなかった香気成分が被洗浄物に容易に再着香するの
で、オゾンの生成や加熱のための動力が浪費されることにもなる。そのため、被洗浄物に
着香している香気成分の溶出や分解の効率に優れ、被洗浄設備を速やかに脱臭洗浄し得る
手段が求められている。
【００１４】
　そこで、本発明は、液状製品の製造設備を速やかに脱臭することが可能な有機物分解装
置及び有機物分解方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記課題を解決するために本発明に係る有機物分解装置は、液状物が通流する配管を備
えた被洗浄設備を定置洗浄する有機物分解装置であって、洗浄液を前記被洗浄設備に供給
する供給管と、前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を
回収する回収管と、前記被洗浄設備から回収された前記洗浄液にオゾンを作用させるオゾ
ン処理部と、前記オゾンを作用させた前記洗浄液を脱気する脱気部と、前記洗浄液を加熱
する加熱装置と、を備え、前記加熱装置は、前記オゾン処理部における入口温度が５０℃
以上となるように前記洗浄液を加熱し、前記有機物分解装置は、脱気された前記洗浄液を
前記被洗浄設備に再供給することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る有機物分解方法は、液状物が通流する配管を備えた被洗浄設備に洗
浄液を供給すると共に、前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した
洗浄液を回収する工程と、前記被洗浄設備から回収された前記洗浄液にオゾンを作用させ
て、前記洗浄液に含まれている前記有機物を分解させる工程と、前記オゾンを作用させた
前記洗浄液を脱気する工程と、前記被洗浄設備に供給される前記洗浄液及び前記被洗浄設
備から回収された前記洗浄液のうちの少なくとも一方を加熱する工程と、脱気された前記
洗浄液を前記被洗浄設備に再供給する工程と、を含み、前記洗浄液を加熱する工程におい
ては、前記オゾンを作用させるときの前記洗浄液の液温が５０℃以上となるように前記洗
浄液を加熱することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、液状製品の製造設備を速やかに脱臭することが可能な有機物分解装置
及び有機物分解方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
【図２】オゾン処理の効率と洗浄液の液温との関係を解析した結果を示す図である。
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【図３】オゾン処理の効率と洗浄液のｐＨとの関係を解析した結果を示す図である。
【図４】本発明の第１変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
【図７】本発明の第２変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［第１実施形態］
　はじめに、本発明の第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説
明する。なお、以下の各図において共通する構成については、同一の符号を付し、重複し
た説明を省略する。
【００２０】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
　図１に示すように、第１実施形態に係る有機物分解装置１は、回収管１１０と、供給管
１２０と、オゾン生成装置１０と、処理槽（オゾン処理部・脱気部）２０と、加熱装置８
０と、温度センサＴ１，Ｔ２とを備えている。この有機物分解装置１は、飲料等の液状製
品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された洗浄液に含まれている有機物をオゾ
ンを利用して分解処理する装置である。
【００２１】
　有機物分解装置１は、図１に示すように、定置洗浄を施すべき液状製品の製造設備（被
洗浄設備Ｆ）に付帯して備えられている。液状製品には、飲料、液状食品、流動性を持つ
半固体食品等の他、化粧品、医薬品、医薬部外品、衛生用品等の非食品の液状製品が含ま
れる。被洗浄設備Ｆは、例えば、液状製品、半製品、原料等の液状物が通流する配管や、
液状物が貯留されるタンク等を備えて構成されている。そして、被洗浄設備Ｆには、配管
やタンク等が連なることによって、製造ラインとなる液状物の流路（被洗浄流路ｐ）が形
成されている。
【００２２】
　液状物の流路（被洗浄流路ｐ）においては、液状製品の製造にあたって、原料の調合、
抽出、加熱、冷却、脱気、ガス圧入、滅菌、充填等の各種工程の全部又は一部がインライ
ンで実施される。そのため、この流路（被洗浄流路ｐ）には、取り扱われる液状物に接し
得るようにポンプ、バルブ、熱交換器、計測器、濾過器等の機器類が備えられている。定
置洗浄では、このような被洗浄流路ｐに洗浄液が通されることによって、これらの被洗浄
物が洗浄される。
【００２３】
　図１に示すように、被洗浄設備Ｆが有する被洗浄流路ｐの入口には、管路を介して切換
弁Ｖ１が接続されている。この管路には、循環ポンプ７０と加熱装置８０とが設置されて
いる。そして、切換弁Ｖ１には、給液管１０１の一端が接続されている。また、被洗浄流
路ｐの出口には、管路を介して切換弁Ｖ２が接続されている。そして、切換弁Ｖ２には、
排液管１０２の一端が接続されている。
【００２４】
　給液管１０１は、被洗浄設備Ｆに洗浄液を供給する流路を形成している。一端が切換弁
Ｖ１に接続されている給液管１０１の他端は、通常、不図示の複数の管路に分岐し、複数
備えられる洗浄液供給源のそれぞれに接続される。そして、各洗浄液供給源からの洗浄液
の供給が、定置洗浄の計画に従って所定時間毎に切り替え制御されて定置洗浄が行われる
。各洗浄液供給源から供給される洗浄液は、切換弁Ｖ１を経て被洗浄設備Ｆが有する被洗
浄流路ｐに順次供給されることになる。
【００２５】
　被洗浄設備Ｆには、例えば、アルカリ洗浄に際して、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナ
トリウム、界面活性剤等を含むアルカリ性洗浄液が供給され、酸洗浄に際して、硝酸、界
面活性剤等を含む酸性洗浄液が供給される。また、殺菌のために、次亜塩素酸ナトリウム
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等の殺菌用洗浄液が供給される。また、アルカリ洗浄や酸洗浄の事前に行われる前洗浄に
際してや、これらの洗浄の合間及び事後に行われる濯ぎに際しては、塩分や金属類を実質
的に含有していない清水が供給される。
【００２６】
　循環ポンプ７０は、洗浄液を圧送して被洗浄設備Ｆに供給する。アルカリ性洗浄液、酸
性洗浄液等の洗浄液は、加熱装置８０によって必要に応じて加熱された後、循環ポンプ７
０の稼働により、被洗浄設備Ｆが有する被洗浄流路ｐに導入される。そして、洗浄液は、
被洗浄流路ｐを通流して被洗浄物を洗浄した後、被洗浄流路ｐの出口から排出される。
【００２７】
　排液管１０２は、被洗浄物を洗浄した洗浄液を排出する流路を形成している。一端が切
換弁Ｖ２に接続されている排液管１０２の他端は、不図示の洗浄液供給源に接続されてい
る。被洗浄流路ｐを通流した洗浄液は、排液管１０２を通じて洗浄液供給源に移送された
後、再び給液管１０１を経て被洗浄設備Ｆに循環供給される。そして、所定時間にわたっ
て被洗浄設備Ｆに繰り返し供給されて被洗浄物を洗浄した洗浄液は、排液管１０２の下流
や、被洗浄流路ｐの中間部から系外に排出されて排液処理される。
【００２８】
　液状製品の製造設備（被洗浄設備Ｆ）においては、液状製品の製造にあたって香料が使
用されることがある。香料は、香気成分として、炭化水素類、エステル類、ケトン類、芳
香族、脂肪酸類、アルデヒド類、アルコール類、エーテル類等の各種の有機物を含有して
いる。香気成分としては、テルペン系化合物のような炭化水素系化合物の他、含硫黄化合
物、含窒素化合物等の種々の元素組成の化合物が使用され得る。また、化学結合の種類や
、揮発性の程度等も多岐に及んでいる。
【００２９】
　一方、製造設備（被洗浄設備Ｆ）に備えられる配管や、タンクや、ポンプ等の機器類の
接続部には、通常、ガスケットやパッキン等のシール部材が介装されている。こうしたシ
ール部材は、一般に、エチレン・プロピレン・ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、ニトリルゴム（
ＮＢＲ）、シリコンゴム等を材質としている。このような材質のシール部材は、香料に含
まれている香気成分（有機物）が着香し易い性質を有している。
【００３０】
　そのため、香料が添加されている液状製品や半製品等が、製造設備（被洗浄設備Ｆ）が
有する液状物の流路（被洗浄流路ｐ）において取り扱われると、種々の香気成分が、シー
ル部材の表面に強固に付着したり、シール部材の深部にまで浸透したりする。このように
してシール部材に着香した香気成分は、被洗浄設備Ｆにアルカリ性洗浄液や酸性洗浄液を
供給して洗浄した後にも、シール部材の深部等に残留していることが少なくない。
【００３１】
　そこで、このような液状製品の製造設備（被洗浄設備Ｆ）には、香気成分の脱臭を目的
とした脱臭洗浄が施される。詳細には、有機物分解装置１と被洗浄設備Ｆとの間で洗浄液
を循環させることで、被洗浄流路ｐ中のシール部材等に着香している香気成分を洗浄液に
溶出させる。そして、香気成分が溶出した洗浄液を有機物分解装置１に回収して被洗浄設
備Ｆを脱臭する。脱臭洗浄は、具体的には、各切換弁Ｖ１，Ｖ２を切り替えて給液管１０
１と排液管１０２とを閉鎖し、循環ポンプ７０の稼働により、有機物分解装置１と被洗浄
設備Ｆとの間で洗浄液を循環させて行う。
【００３２】
　脱臭洗浄において好ましく用いられる洗浄液は、５０℃以上６０℃未満の温水域の洗浄
液、又は、６０℃以上の熱水域の洗浄液である。そのため、脱臭洗浄においては、洗浄液
が加熱装置８０により加熱されて、被洗浄設備Ｆに供給される。洗浄液の液温は、８０℃
以上であってよいし、９０℃以上であってもよい。洗浄液としては、塩分や金属類を実質
的に含有していない清水が好ましい。洗浄液が温水域以上の高温であると、香気成分の溶
解度が高められると共に、シール部材中における香気成分の拡散速度も速められる。その
ため、シール部材に浸透している香気成分は、洗浄液に溶出し易くなり、所要時間が長期
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化すること無く効率的な脱臭洗浄を行うことが可能になる。また、高温の清水であれば、
オゾン水等と比較してシール部材が損傷するようなことも少ない。
【００３３】
　回収管１１０は、洗浄液を被洗浄設備Ｆから回収（返送）する流路を形成している。回
収管１１０の一端は、切換弁Ｖ２に接続されている。切換弁Ｖ２は被洗浄設備Ｆが有する
被洗浄流路ｐの出口と管路を介して連結されているため、切換弁Ｖ２の切り替えにより、
被洗浄設備Ｆを洗浄した洗浄液が有機物分解装置１に回収される。なお、洗浄液が回収さ
れるとき、切換弁Ｖ２の排液管１０２側の流路は閉鎖される。一方、回収管１１０の他端
は処理槽２０に接続されており、回収された洗浄液は、処理槽２０から供給管１２０に流
されるようになっている。
【００３４】
　供給管１２０は、洗浄液を被洗浄設備Ｆに供給する流路を形成している。供給管１２０
の一端は、処理槽２０に接続されている。一方、供給管１２０の他端は、切換弁Ｖ１に接
続されている。切換弁Ｖ１は被洗浄設備Ｆが有する被洗浄流路ｐの入口と管路を介して連
結されているため、切換弁Ｖ１の切り替えにより、有機物分解装置１から被洗浄設備Ｆに
洗浄液が供給される。なお、洗浄液が供給されるとき、切換弁Ｖ１の給液管１０１側の流
路は閉鎖される。そして、被洗浄設備Ｆを洗浄した洗浄液は、回収管１１０を通じて回収
された後、供給管１２０を通じて被洗浄設備Ｆに再供給されて循環する。
【００３５】
　洗浄液における香気成分の濃度は、洗浄液が被洗浄設備Ｆに繰り返し供給されるに伴っ
て次第に増大していく。香気成分の濃度が増大すると、香気成分がシール部材へ再付着し
易くなり、脱臭の効率は低下していく。そのため、一般には、循環させている洗浄液を頻
繁に取り替える必要がある。しかしながら、洗浄液を取り替える場合には、脱臭洗浄を停
止しなければならないため、定置洗浄の所要時間が長期化してしまう。また、洗浄液を取
り替える際に膨大な水量を要するし、取り替えられた洗浄液を再加熱するのに多大な加熱
経費が掛かる。
【００３６】
　そこで、有機物分解装置１では、被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液に含まれている香
気成分（有機物）をオゾンの作用で分解する有機物分解処理を行う。具体的には、有機物
分解処理（有機物分解方法）は、被洗浄設備Ｆに洗浄液を供給すると共に、被洗浄設備Ｆ
を洗浄し、被洗浄設備Ｆから香気成分（有機物）が溶出した洗浄液を回収する工程と、被
洗浄設備Ｆから回収された洗浄液にオゾンを作用させて、洗浄液に含まれている香気成分
（有機物）を分解させる工程と、オゾンを作用させた洗浄液を脱気する工程と、被洗浄設
備Ｆに供給されて回収される洗浄液を加熱する工程と、脱気された洗浄液を被洗浄設備Ｆ
に再供給する工程とを含む。
【００３７】
　この有機物分解方法では、特に、被洗浄設備Ｆに供給されて回収される洗浄液、すなわ
ち、被洗浄設備Ｆに循環される洗浄液を、オゾンを作用させるときの液温が５０℃以上と
なるように予め加熱する。オゾン処理される洗浄液の液温を５０℃以上に予め調整してお
くことにより、洗浄液に溶出している香気成分の分解の効率が高められる。そして、オゾ
ン処理された洗浄液は、脱気されてから被洗浄設備Ｆに再供給される。洗浄液が脱気され
ることにより、被洗浄設備Ｆ中に洗浄液が到達し難い空気溜まりが形成されるのが防止さ
れ、被洗浄設備Ｆの洗浄性が高く保たれる。
【００３８】
　図２は、オゾン処理の効率と洗浄液の液温との関係を解析した結果を示す図である。ま
た、図３は、オゾン処理の効率と洗浄液のｐＨとの関係を解析した結果を示す図である。
　図２及び図３において、横軸は、酢酸溶液をオゾン処理したときの処理時間（ｍｉｎ）
、縦軸は、酢酸溶液中の酢酸の残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）を示している。酢酸溶液は、香気
成分が含まれる洗浄液を模擬した試料であり、超純水に酢酸を溶解して調製したＴＯＣ（
Total Organic Carbon）が１０ｍｇ／Ｌの水溶液である。
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【００３９】
　図２についてのオゾン処理は、オゾン濃度が１００ｇ／Ｎｍ３のオゾンガスを、種々の
液温に調温した酢酸溶液中に２Ｌ／ｍｉｎで散気し、計２Ｌの酢酸溶液を半回分的に処理
する方法によった。また、図３についてのオゾン処理は、液温を９０℃にして種々のｐＨ
に調整した点を除いて、図２についてのオゾン処理と同様の方法によった。なお、ｐＨの
調整は、硝酸及び水酸化ナトリウムで行った。酢酸の残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）は、初期の
有機体の炭素量（ＣＯ）に対する、処理後の無機体の炭素量（Ｃｉ）の割合に相当する値
である。
【００４０】
　図２に示すように、液温が２０℃や３０℃の常温域では、処理時間が経過しても、酢酸
の残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）が殆ど変化しない。酢酸は、Ｃ＝Ｏ結合を含む複数の共有結合
を有する解離エネルギが比較的高い有機物であり、飽和炭化水素鎖を持っている。常温域
で主に起こるオゾンによる直接酸化のみでは、無機体にまで分解させることが困難である
ため、残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）は高いままである。
【００４１】
　一方、液温が５０℃や９０℃の温水域以上では、処理時間の経過と共に、酢酸の残存率
（Ｃｉ／ＣＯ比）が大きく低下している。温水域以上では、オゾンが速やかに自己分解し
、ヒドロキシルラジカル等の活性種が多量に生成されるので、これら酸化力が強い活性種
が酢酸の分解に寄与したとみられる。この結果が示すように、洗浄液の液温を５０℃以上
に調整しておけば、オゾンの自己分解により生成する活性種の寄与により、香気成分の分
解の効率を高めることができる。分解すべき有機物にオゾンを直ちに作用させれば、オゾ
ンの溶解度が低い５０℃以上の反応場においても、有機物を速やかに分解させることが可
能であることが示されている。
【００４２】
　また、図３に示すように、ｐＨが５．５から１０の非酸性域では、処理時間の経過と共
に、酢酸の残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）が大きく低下している。一方、ｐＨが４の酸性域では
、処理時間が経過しても、酢酸の残存率（Ｃｉ／ＣＯ比）が小さい低下に留まっている。
酸性域では、水酸化物イオンが不足してラジカル生成反応が開始され難くなり、ヒドロキ
シルラジカル等の活性種の生成量が低下している可能性が高い。具体的には、通常の温度
条件及び散気条件において、ｐＨが３．５未満の酸性域では、解離エネルギが高い有機物
の分解が困難となる。したがって、オゾンを作用させるときの洗浄液のｐＨは、非酸性域
に保たれることが好ましく、３．５以上であることがより好ましいといえる。
【００４３】
　図１に示す有機物分解装置１では、洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理が、洗浄液
を滞留させることが可能な処理槽２０において行われる。オゾンは、処理槽２０に滞留し
ている洗浄液に散気されて混合され、処理槽２０に滞留している間に作用する。そして、
オゾン処理された洗浄液は、処理槽２０で脱気されてから被洗浄設備Ｆに再供給され、洗
浄液の循環による脱臭洗浄が継続的に続けられる。有機物分解装置１において行われる有
機物分解処理（第１実施形態に係る有機物分解方法）は、オゾンを作用させるときの洗浄
液の液温が５０℃以上となるように被洗浄設備Ｆに供給される洗浄液を加熱し、洗浄液に
オゾンガスを散気して混合することによりオゾンを作用させるものである。
【００４４】
　図１に示すように、有機物分解装置１は、洗浄液を加熱する加熱装置８０を備えている
。加熱装置８０は、被洗浄設備Ｆに循環される洗浄液の流路上において、被洗浄設備Ｆへ
の供給側、すなわち、処理槽２０の出口よりも下流、且つ、被洗浄設備Ｆの入口よりも上
流に配置されている。加熱装置８０としては、例えば、熱交換器、通電加熱装置、蒸気加
熱等を行う直接加熱装置等の適宜の加熱原理による装置が利用される。有機物分解装置１
では、被洗浄設備Ｆに供給する洗浄液にオゾンを溶存させないため、加熱原理がオゾンを
消散させないものに制約されることは無い。
【００４５】
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　被洗浄設備Ｆに循環される洗浄液の流路上には、被洗浄設備Ｆの出口よりも下流、且つ
、処理槽２０の入口よりも上流に、処理槽（オゾン処理部）２０の入口温度を計測する第
１温度センサＴ１が設置されている。また、処理槽２０の出口よりも下流、且つ、被洗浄
設備Ｆの入口よりも上流に、被洗浄設備Ｆの入口温度を計測する第２温度センサＴ２が設
置されている。例えば、第１温度センサＴ１及び第２温度センサＴ２は、加熱装置８０の
制御を行う不図示の制御装置に計測温度信号を出力し、その制御装置によって加熱装置８
０の入熱量等がフィードバック制御される。
【００４６】
　加熱装置８０は、オゾンを作用させるときの洗浄液の液温、すなわち、処理槽２０にお
ける入口温度が５０℃以上となるように洗浄液を加熱する。具体的には、加熱装置８０の
加熱目標温度は、洗浄液の放熱による温度低下を加味して、５０℃よりも高い温水域又は
熱水域に設定される。そして、加熱装置８０による加熱温度は、第１温度センサＴ１によ
る計測温度が５０℃以上に維持されるように制御される。加熱装置８０は、被洗浄設備Ｆ
への供給側に配置されているため、被洗浄設備Ｆにおける入口温度も５０℃以上となる。
洗浄液が温水域以上に加熱されて被洗浄設備Ｆに供給されることにより、被洗浄物に着香
している香気成分が洗浄液に溶出し易くなり、脱臭の効率も高められる。
【００４７】
　オゾンを作用させるときの洗浄液の液温は、好ましくは５０℃以上９５℃以下、より好
ましくは５０℃以上８０℃以下、さらに好ましくは５０℃以上７０℃以下である。洗浄液
の液温が５０℃以上であれば、オゾンの自己分解が熱により顕著に促進され、ヒドロキシ
ルラジカル等の活性種が常温域と比較して多量に生成されると共に、香気成分の分解の反
応速度も高くなる。一方、洗浄液の液温が高過ぎると、オゾンの溶解度は低くなり、香気
成分の分解の効率が頭打ちとなるため、熱水域よりも温水域の方がオゾンを有効に利用で
きる。
【００４８】
　図１に示すように、オゾン生成装置１０は、圧縮機１１と、酸素濃縮器１２と、オゾン
発生器１３と、濃度計１４とを備えている。オゾン生成装置１０は、オゾンを生成し、オ
ゾンを成分として含むオゾンガスを、被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液に供給する。オ
ゾン生成装置１０が備える圧縮機１１には、オゾンを生成させるための空気が、外部から
給気されるようになっている。
【００４９】
　圧縮機１１は、空気を圧縮することによって圧縮空気を生成する。そして、生成された
圧縮空気は、酸素濃縮器１２に導入される。酸素濃縮器１２は、例えば、ＰＳＡ（pressu
re swing adsorption）方式とされ、ゼオライト等の吸着材が充填された吸着塔を備えて
いる。吸着材は、窒素や水分等に対して吸着能を有しており、所定圧以上に加圧された圧
縮空気に含まれている窒素や水分等を除去するものである。
【００５０】
　酸素濃縮器１２は、吸着塔に導入された圧縮空気から窒素や水分等を除去し、酸素濃度
が高められた酸素濃縮ガスを生成する。一方で、酸素濃縮器１２の吸着材は、所定圧未満
の空気に対しては、吸着している窒素や水分等を脱離させる。そのため、酸素濃縮器１２
では、加減圧の繰り返しによって、酸素濃縮ガスの生成と、吸着材の吸着能の再生とが繰
り返される。
【００５１】
　オゾン発生器１３は、酸素濃縮ガス中にオゾンを発生させてオゾンガスを生成する。オ
ゾン発生器１３におけるオゾンの発生方式は、放電式、電気分解式、紫外線式等の適宜の
形態とすることができる。但し、好ましい形態は、オゾンの大量生成に適した放電式によ
るものである。放電式のオゾン発生器１３は、例えば、誘電体で被覆された電極対を備え
るものである。この電極間に、酸素濃縮ガスが導入されると共に、交流電圧が印加される
ことによって、無声放電の発生に伴いオゾンガスが生成する。
【００５２】
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　オゾンガスは、オゾンを好ましくは２３０ｇ／ｍ３以下の濃度で含有し、残部が主とし
て酸素によって組成される混成ガスである。オゾン発生器１３において生成されたオゾン
ガスは、濃度計１４によってオゾン濃度が計測された後、被洗浄設備Ｆから回収された洗
浄液に供給される。洗浄液に対して供給されるオゾンガスのオゾン濃度は、より好ましく
は４０ｇ／ｍ３以上２１０ｇ／ｍ３以下、２００ｇ／ｍ３付近である。
【００５３】
　処理槽２０は、被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液を滞留させることが可能な密閉型の
槽となっている。処理槽２０には、被洗浄設備Ｆを洗浄した洗浄液が回収管１１０を通じ
て回収される。処理槽２０は、回収管１１０や供給管１２０と比較して容積が大きく設け
られているため、回収された洗浄液が処理槽２０の内空に一時的に滞留するようになって
いる。処理槽２０は、定液量を保持するように運用され、洗浄液の液相と共に気相が維持
される。
【００５４】
　図１に示すように、処理槽２０は、内空に散気装置２２を備えている。散気装置２２は
、微小気泡を放出可能な多孔質構造を有している。また、散気装置２２には、オゾン生成
装置１０が接続されており、オゾン生成装置１０が生成したオゾンガスは、処理槽２０に
滞留している洗浄液に散気されて混合されるようになっている。
【００５５】
　オゾンガスは、気泡径が１μｍ未満程度のナノバブル、気泡径が１μｍ以上１００μｍ
未満程度のマイクロバブル、及び、気泡径が１００μｍ程度以上の粗大気泡のいずれの形
態で散気されてもよい。一方で、オゾンガスは、気泡径が１０００μｍ程度以下であるこ
とが好ましい。オゾンガスの気泡径を微細にすると、比表面積が大きくなると共に気泡の
内圧が高められ易くなる。そのため、洗浄液に対するオゾンの溶解度を向上させることが
できる。また、気泡径が１００μｍ程度以上の粗大気泡であれば、気泡の上昇速度がマイ
クロバブル等と比較して速くなるため、洗浄液から気泡内に揮発した香気成分や、オゾン
が分解して消失した後の気泡を、洗浄液から速やかに排除することができる。
【００５６】
　処理槽２０では、被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液にオゾンを作用させて、洗浄液に
含まれている香気成分（有機物）を分解させる処理を行う。オゾンガスに含まれているオ
ゾンの一部は、洗浄液に溶解し、液相において香気成分を直接酸化して分解したり、水分
の存在下に水酸化物イオン等と反応して自己分解したりする。また、オゾンの一部は、気
相に揮発した香気成分を直接酸化して分解したり、気相において自己分解して分子状酸素
と共に酸素ラジカルを発生したりする。さらに、液相や気相におけるオゾンの自己分解を
契機として、各種のラジカル種や活性酸素種が発生し、これらの活性種も香気成分の分解
に寄与する。
【００５７】
　香気成分の分解の反応速度は、オゾンやその他の活性種の酸化力に影響される。オゾン
の酸化還元電位は、約２．０７Ｖである。したがって、結合エネルギが比較的小さい、炭
素水素間結合、二重結合（Ｃ＝Ｃ結合）、芳香環、エーテル結合等については、オゾンに
よる直接酸化によって開裂が生じ、香気成分が速やかに分解されることになる。その一方
で、結合エネルギが比較的大きいＣ＝Ｏ結合等については、オゾンによる直接酸化では分
解し難い。
【００５８】
　これに対して、オゾンの自己分解により開始される連鎖反応では、より強い酸化力を有
するラジカル種が生成し得る。例えば、気相中のオゾンが分解する等して酸素ラジカル（
Ｏ）が生じ得る。酸素ラジカルの酸化還元電位は、約２．４２Ｖである。また、水分の存
在下にオゾンが自己分解し、ヒドロトリオキシルラジカル（ＨＯ３）の生成を経てヒドロ
キシルラジカル（ＯＨ）が生じ得る。ヒドロキシルラジカルの酸化還元電位は、取り分け
高く約２．８１Ｖである。これらのラジカル種によれば、Ｃ＝Ｏ結合等のように結合エネ
ルギが比較的大きい結合をも開裂させることが可能である。
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【００５９】
　処理槽２０は、図１に示すように、内空の気体を排出するための排気孔１４０を有して
いる。排気孔１４０には、ミストセパレータ２６が設置されている。ミストセパレータ２
６は、排出される気体に含まれている洗浄液の飛沫を捕集し、気体と共に洗浄液が排出さ
れるのを防止するように働く。また、排気孔１４０には、排気処理装置６０が設置された
排気管が接続されている。そして、排気処理装置６０の排気側には、吸引ポンプ６２が設
けられている。
【００６０】
　処理槽２０では、洗浄液のオゾン処理に加えて、オゾンを作用させた洗浄液を脱気する
処理を行う。処理槽２０の内空に存在している気体は吸引ポンプ６２によって吸引され、
処理槽２０の気相部は減圧雰囲気とされる。そのため、処理槽２０に滞留している洗浄液
からは、未反応のオゾン、オゾンの自己分解によって発生した酸素、未分解の香気成分、
香気成分の分解によって生成した各種気体成分等が脱気される。そして、脱気された洗浄
液は、供給管１２０を通じて被洗浄設備Ｆに再供給されて循環を続ける。その一方で、洗
浄液から脱気した気体は、排気処理装置６０に送られる。
【００６１】
　排気処理装置６０は、洗浄液から脱気した気体に含まれ得るオゾンを無害化処理する。
排気処理装置６０は、例えば、冷却器、オゾン分解器等が直列状に接続されて構成される
。冷却器は、気体に含まれる水分を凝縮して処理槽２０に戻し、オゾン分解器は、気体に
含まれるオゾンをオゾン分解触媒により酸素分子に分解し、系外への意図しない放出を防
止する。その後、排気処理装置６０において無害化された気体は、系外に排気される。
【００６２】
　以上の第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備か
ら回収された香気成分（有機物）を含む洗浄液が５０℃以上に加熱されてオゾン処理され
るため、熱によってオゾンの自己分解が促進され、オゾンの自己分解を契機とした連鎖反
応により、ヒドロキシルラジカル等の活性種が多量に生成される。洗浄液に含まれている
香気成分は、オゾンによる直接酸化に加えて、ヒドロキシルラジカル等の活性種の攻撃を
受けるため、被洗浄設備から回収された洗浄液に難分解性の香気成分が含まれていたとし
ても、香気成分の多くを確実且つ速やかに分解させることができる。また、洗浄液が５０
℃以上に加熱されてオゾン処理されるため、熱によって香気成分の分解の反応速度が高め
られる。その結果、洗浄液を被洗浄設備に再供給したとき、未分解の香気成分が再着香す
るようなことが無くなり、また、洗浄液を頻繁に取り替える必要も無くなる。そのため、
液状製品の製造設備を速やかに脱臭することが可能である。ひいては、定置洗浄の所要時
間が長期化することが無くなり、洗浄液の必要量、オゾンの生成のコスト、洗浄液の加熱
のコスト等も削減される。
【００６３】
　また、第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、加熱された洗
浄液が被洗浄設備に供給されるため、被洗浄物に着香している香気成分の溶解度や拡散速
度が高められ、香気成分を効率的に溶出させることができる。また、脱気された洗浄液が
被洗浄設備に供給されるため、被洗浄物がオゾンによって劣化したり、洗浄液が被洗浄設
備内に気泡を発生させたりするのが防止される。気泡の発生が防止される結果、被洗浄設
備中には空気溜まりが形成され難くなるので、洗浄液が到達し難い箇所が生じて洗浄性が
悪化することも防止される。また、オゾンを作用させた洗浄液が脱気されるため、オゾン
の作用で分解できなかった未分解の香気成分についても、洗浄液から積極的に揮発させて
排除することができる。
【００６４】
　また、第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、香気成分に対
して被洗浄設備の外部でオゾンを作用させることができるため、オゾンを被洗浄設備に導
入する場合と比較して、より適切にオゾンの反応条件を管理することができる。通常、洗
浄液に混合されたオゾンは急速に自己分解するため、香気成分の分解反応は、洗浄液とオ
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ゾンが混合された直後の短時間で終息し、洗浄液が被洗浄設備の出口に到達するまでは持
続し難い。そのため、オゾンを被洗浄設備に導入したとしても、未分解の香気成分の残留
量は多くなり、回収した洗浄液を被洗浄設備に再供給したときに再着香を生じ易い。これ
に対して、被洗浄設備の外部では、分解し易いオゾンや消失し易い活性種を、香気成分に
対して直ちに作用させることができる。
【００６５】
　また、第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、洗浄液に３０
０ｐｐｂ以下の濃度で含まれている極低濃度の香気成分を分解することが可能である。加
熱された洗浄液は、被洗浄物に着香している香気成分を効率的に溶出し、香気成分が溶出
した洗浄液は、被洗浄設備の外部において適切なオゾン濃度でオゾン処理される。そのた
め、３００ｐｐｂ以下の極低濃度の香気成分を、更に０．１ｐｐｂ以下程度まで低下せし
めることができる。つまり、一般には対応が困難とされている極微量の汚染に対応するこ
とが可能である。
【００６６】
　また、第１実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備Ｆ
から回収された洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理部が、被洗浄設備Ｆから回収され
た洗浄液を滞留させる処理槽２０であり、オゾンは、処理槽２０に滞留している洗浄液に
散気されて混合される。そのため、洗浄液に含まれている香気成分は、オゾンガスの気泡
内に揮発して、気相においてオゾンと反応したり、オゾンガスの気泡によって形成される
水蒸気密度が高い気液界面においてオゾンと反応したりすることができる。すなわち、ヒ
ドロキシルラジカル等の活性種が気液界面付近で多量に生成し、その寿命が気相付近で保
たれるようになるため、香気成分の分解の効率が良好になる。
【００６７】
［第１変形例］
　本発明に係る有機物分解装置及び有機物分解方法は、洗浄液を加熱する加熱装置の配置
や、洗浄液を加熱する工程の時期について、特に制限されるものではない。例えば、洗浄
液を加熱する加熱装置８０は、処理槽（オゾン処理部）２０における入口温度が５０℃以
上となる限り、被洗浄設備Ｆに供給されて回収される洗浄液をいずれの段階で加熱しても
よい。すなわち、加熱装置８０は、被洗浄設備Ｆに循環される洗浄液の流路上において、
任意の位置に配置してよい。また、洗浄液を加熱する工程は、被洗浄設備Ｆに供給される
洗浄液及び被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液のうちのいずれかのみ、又は、両方を加熱
する工程であってよい。例えば、次の装置及び方法（第１変形例に係る有機物分解装置及
び有機物分解方法）のように、複数の加熱装置及び加熱工程を備える構成としてもよい。
【００６８】
　図４は、本発明の第１変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
　図４に示すように、第１変形例に係る有機物分解装置１Ａは、被洗浄設備Ｆに循環され
る洗浄液の流路上に、第１加熱装置８１と、第２加熱装置８２とを備えている。有機物分
解装置１Ａのその他の構成は、前記の有機物分解装置１と同様である。
【００６９】
　第１加熱装置８１は、洗浄液の流路上において、被洗浄設備Ｆからの回収側、すなわち
、被洗浄設備Ｆの出口よりも下流、且つ、処理槽２０の入口よりも上流に配置されている
。一方、第２加熱装置８２は、洗浄液の流路上において、被洗浄設備Ｆへの供給側、すな
わち、処理槽２０の出口よりも下流、且つ、被洗浄設備Ｆの入口よりも上流に配置されて
いる。第１加熱装置８１や第２加熱装置８２としては、例えば、熱交換器、通電加熱装置
、直接加熱装置等の適宜の加熱原理による装置が利用される。
【００７０】
　図４に示す有機物分解装置１Ａでは、洗浄液を加熱する処理が、第１加熱装置８１と第
２加熱装置８２の両方によって行われる。有機物分解装置１Ａにおいて行われる有機物分
解処理（第１変形例に係る有機物分解方法）は、オゾンを作用させるときの液温が５０℃
以上、且つ、被洗浄設備Ｆに供給するときの液温が５０℃以上となるように、被洗浄設備
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Ｆに供給される洗浄液及び被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液を加熱し、オゾン処理と脱
臭洗浄とを継続的に続けるものである。
【００７１】
　具体的には、第１加熱装置８１は、第１温度センサＴ１によって計測される処理槽２０
における入口温度が５０℃以上となるように洗浄液を加熱する。洗浄液は、被洗浄設備Ｆ
を通流する間に放熱し、オゾン処理に適さない低温にまで液温が低下することがある。第
１加熱装置８１が加熱を行うことにより、オゾン処理の反応場の温度が高められ、洗浄液
に混合されたオゾンの自己分解が促進されると共に、オゾンや各種の活性種による香気成
分の分解の反応速度も高められる。
【００７２】
　一方、第２加熱装置８２は、第２温度センサＴ２によって計測される被洗浄設備Ｆにお
ける入口温度が５０℃以上となるように洗浄液を加熱する。洗浄液は、オゾン処理や脱気
処理が行われている間に放熱し、被洗浄設備Ｆに着香している香気成分を溶出させるのに
適さない低温にまで液温が低下することがある。第２加熱装置８２が加熱を行うことによ
り、被洗浄設備Ｆに導入される洗浄液の液温が高められ、被洗浄設備Ｆに着香している香
気成分の溶出の効率が高められる。
【００７３】
　以上の第１変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、オゾンを作用さ
せるときの洗浄液の液温、及び、被洗浄設備を洗浄するときの洗浄液の液温の両方が５０
℃以上に加熱される。そのため、被洗浄物に着香している香気成分については、溶解度と
拡散速度とを高めて速やかに溶出させることができるし、洗浄液に溶出させた香気成分に
ついては、多量に生成させた活性種を利用して確実に分解させることができる。そのため
、脱臭洗浄の所要時間が短縮されると共に、洗浄液の必要量、オゾンの生成のコストも削
減される。
【００７４】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明す
る。
【００７５】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
　図５に示すように、第２実施形態に係る有機物分解装置２は、回収管１１０と、供給管
１２０と、オゾン生成装置１０と、エジェクタ（オゾン処理部）２０Ａと、反応管（オゾ
ン処理部）１３０と、脱気装置（脱気部）５０と、加熱装置８０と、第１温度センサＴ１
と、第２温度センサＴ２とを備えている。この有機物分解装置２は、前記の有機物分解装
置１と同様に、飲料等の液状製品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された洗浄
液に含まれている有機物をオゾンを利用して分解処理する装置である。
【００７６】
　図５に示す有機物分解装置２では、洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理が、洗浄液
を負圧とするエジェクタ２０Ａと反応管１３０において行われる。オゾンは、エジェクタ
２０Ａによって負圧とされた洗浄液に吸引されて混合され、反応管１３０を通流する間に
作用する。そして、オゾン処理された洗浄液は、脱気装置５０で脱気されてから被洗浄設
備Ｆに再供給され、洗浄液の循環による脱臭洗浄が継続的に続けられる。有機物分解装置
２において行われる有機物分解処理（第２実施形態に係る有機物分解方法）は、オゾンを
作用させるときの洗浄液の液温が５０℃以上となるように洗浄液を加熱し、負圧とした洗
浄液にオゾンガスを吸引させて混合することによりオゾンを作用させるものである。
【００７７】
　エジェクタ２０Ａは、洗浄液が通流する方向に縮径したノズルと、洗浄液が通流する方
向に拡径したディフューザと、ノズルに開口した吸気口とを備えている。エジェクタ２０
Ａでは、回収管１１０を通じて被洗浄設備Ｆから回収された洗浄液が、管路が狭められた
ノズルに導入されて流速が高められることにより負圧とされる。そのため、オゾン生成装
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置１０が生成したオゾンガスは、負圧とされた洗浄液に吸気口から吸引されて混合される
。エジェクタ２０Ａのディフューザでは、洗浄液の流速が減速されて圧力が昇圧される。
そして、オゾンガスが混合された洗浄液は、反応管１３０に移送される。
【００７８】
　反応管１３０は、オゾンガスと洗浄液とを加圧状態に保持する管状の反応器である。反
応管１３０の一端は、エジェクタ２０Ａに接続されている。一方、反応管１３０の他端は
、脱気装置５０に接続されている。なお、反応管１３０の終端側には、洗浄液にオゾンを
溶解させるにあたって反応管１３０の内圧を高圧に維持する観点から、絞り弁、オリフィ
ス、多孔板等を設けてもよい。
【００７９】
　脱気装置５０は、オゾンを作用させた洗浄液を脱気する処理を行う。脱気装置５０は、
例えば、膜型、中空糸型等の適宜の気液分離膜を備える減圧脱気装置等によって構成され
る。気液分離膜の一次側には、供給管１２０の一端が接続され、二次側には、排気処理装
置６０が設置された排気管が接続される。排気処理装置６０の排気側には、吸引ポンプ６
２が設けられている。
【００８０】
　脱気装置５０が備える気液分離膜の一次側には、循環ポンプ７０によって洗浄液が通さ
れる。一方、気液分離膜の二次側には、吸引ポンプ６２によって真空引きが施される。そ
のため、循環している洗浄液は、クロスフロー式の濾過によって気液分離されて、未反応
のオゾン、オゾンの自己分解によって発生した酸素、未分解の香気成分、香気成分等の分
解によって生成した気体成分等が脱気される。そして、脱気された洗浄液は、供給管１２
０を通じて被洗浄設備Ｆに再供給される。その一方で、洗浄液から脱気した気体は、排気
処理装置６０に送られる。
【００８１】
　以上の第２実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備か
ら回収された香気成分（有機物）を含む洗浄液が５０℃以上に加熱されてオゾン処理され
ることにより、前記の第１実施形態と同様、ヒドロキシルラジカル等の活性種が多量に生
成されると共に、香気成分の分解の反応速度が高められる。そのため、液状製品の製造設
備を速やかに脱臭することが可能である。
【００８２】
　また、第２実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備Ｆ
から回収された洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理部が、エジェクタ２０Ａであり、
オゾンは、エジェクタ２０Ａによって負圧とされた洗浄液に吸引されて混合される。その
ため、オゾンを含む気泡を微細化して洗浄液に混合することが可能であり、オゾンを効率
的に洗浄液に溶解させることができる。また、エジェクタ２０Ａは、比較的小型であるし
、洗浄液に対してオゾンを混合するにあたり特別な動力を要しない。加えて、有機物分解
装置２によれば、回収管１１０の出口から供給管１２０の入口に至るまで、インライン型
の流路が形成され得る。そして、この流路では、循環ポンプ７０のみによって洗浄液を送
液することも可能である。そのため、有機物分解装置が省スペース化されると共に、有機
物分解装置自体の保守や洗浄を簡略化することができ、使用性に優れたものとなる。
【００８３】
　また、第２実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、オゾン処理さ
れた洗浄液が気液分離膜によって気液分離されて脱気される。洗浄液は、被洗浄設備に循
環されながら気液分離膜によって確実に脱気されるため、被洗浄設備内に供給されたとき
、空気溜りが形成されるのが防止される。また、オゾンの作用で分解できなかった未分解
の香気成分についても、気液分離膜によって積極的に気液分離されて排除されるため、脱
臭洗浄の効率がより高くなる。
【００８４】
［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明す
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る。
【００８５】
　図６は、本発明の第３実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
　図６に示すように、第３実施形態に係る有機物分解装置３は、回収管１１０と、供給管
１２０と、オゾン生成装置１０と、気液混合ポンプ（オゾン処理部）２０Ｂと、反応管（
オゾン処理部）１３０と、脱気装置（脱気部）５０と、加熱装置８０と、第１温度センサ
Ｔ１と、第２温度センサＴ２とを備えている。この有機物分解装置３は、前記の有機物分
解装置１と同様に、飲料等の液状製品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された
洗浄液に含まれている有機物をオゾンを利用して分解処理する装置である。
【００８６】
　図６に示す有機物分解装置３では、洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理が、洗浄液
とオゾンを含むガスとの気液二相流を圧送する気液混合ポンプ２０Ｂと反応管１３０にお
いて行われる。オゾンは、気液混合ポンプ２０Ｂによって渦流とされている洗浄液に混合
され、反応管１３０を通流する間に作用する。そして、オゾン処理された洗浄液は、脱気
装置５０で脱気されてから被洗浄設備Ｆに再供給され、洗浄液の循環による脱臭洗浄が継
続的に続けられる。有機物分解装置３において行われる有機物分解処理（第３実施形態に
係る有機物分解方法）は、オゾンを作用させるときの洗浄液の液温が５０℃以上となるよ
うに洗浄液を加熱し、渦流とされている洗浄液にオゾンガスを気液混合することによりオ
ゾンを作用させるものである。
【００８７】
　気液混合ポンプ２０Ｂは、液体と気体とを汲み上げ、気液二相流を加圧するポンプであ
る。気液混合ポンプ２０Ｂには、オゾン生成装置１０が生成したオゾンガスと、被洗浄設
備Ｆから回収管１１０を通じて回収された洗浄液とがそれぞれ汲み上げられる。気液混合
ポンプ２０Ｂは、例えば、筒状のケーシングと、ケーシング内に収められた羽根車とを備
えている。混合ポンプ２０Ｂでは、羽根車が回転することによって渦流とされた洗浄液に
オゾンガスが供給され、渦流によってオゾンガスと洗浄液とが気液混合される。そして、
オゾンガスが混合された洗浄液は、反応管１３０に移送される。
【００８８】
　反応管１３０は、オゾンガスと洗浄液とを加圧状態に保持する管状の反応器である。反
応管１３０の一端は、気液混合ポンプ２０Ｂに接続されている。有機物分解装置３におけ
るその他の構成は、前記の有機物分解装置２と同様である。
【００８９】
　以上の第３実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備か
ら回収された香気成分（有機物）を含む洗浄液が５０℃以上に加熱されてオゾン処理され
ることにより、前記の第１実施形態と同様、ヒドロキシルラジカル等の活性種が多量に生
成されると共に、香気成分の分解の反応速度が高められる。そのため、液状製品の製造設
備を速やかに脱臭することが可能である。
【００９０】
　また、第３実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備Ｆ
から回収された洗浄液にオゾンを作用させるオゾン処理部が、気液混合ポンプ２０Ｂであ
り、オゾンは、気液混合ポンプ２０Ｂによって渦流とされている洗浄液に混合される。気
液混合ポンプ２０Ｂは、洗浄液の圧送能力、及び、洗浄液とオゾンガスとの攪拌力の両方
について比較的優れた性能を有している。そのため、有機物分解装置３は、大容量の洗浄
液や高流量の洗浄液を被洗浄設備Ｆとの間で循環させるのに適し、大規模の製造設備の脱
臭洗浄に好適に用いることができる。加えて、有機物分解装置３によれば、回収管１１０
の出口から供給管１２０の入口に至るまで、インライン型の流路が形成され得る。そして
、この流路では、気液混合ポンプ２０Ｂと循環ポンプ７０とによって洗浄液を送液するこ
とが可能である。そのため、洗浄液の揚程を稼ぐことができ、装置の設計、構成が制約さ
れ難い利点がある。
【００９１】
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［第２変形例］
　本発明に係る有機物分解装置及び有機物分解方法は、次の装置及び方法（第２変形例に
係る有機物分解装置及び有機物分解方法）のように、オゾン処理について促進酸化処理（
Advanced Oxidation Process；ＡＯＰ）を行う構成としてもよい。
【００９２】
　図７は、本発明の第２変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
　図７に示すように、第２変形例に係る有機物分解装置２Ａは、エジェクタ（オゾン処理
部）２０Ａの下流、且つ、脱気装置（脱気部）５０の上流に紫外線照射装置４０を備えて
いる。有機物分解装置２Ａのその他の構成は、前記の有機物分解装置２と同様である。
【００９３】
　紫外線照射装置４０は、紫外線塔４１と、紫外線光源４２とを備えて構成されている。
紫外線塔４１は、中空構造を有する反応塔となっており、一端側に洗浄液の入口を有し、
他端側に洗浄液の出口を有している。紫外線塔４１の入口は、エジェクタ２０Ａと管路を
介して接続されており、出口は、脱気装置５０と管路を介して接続されている。紫外線塔
４１の内空には、紫外線を発する紫外線光源４２が支持されている。
【００９４】
　紫外線光源４２は、図７においては、長尺棒状の低圧水銀ランプとされている。低圧水
銀ランプは、紫外線塔４１の入口の付近から出口の付近まで洗浄液の流路に沿って配置さ
れており、紫外線塔４１を流される洗浄液に対して、紫外線の照射時間が確保されている
。但し、紫外線光源４２の形態、設置数、配置等は特に制限されるものでなく、発光ダイ
オード等であってもよいし、複数基設置してもよいし、紫外線塔４１の内空を臨むように
壁部に設置してもよい。
【００９５】
　図７に示す有機物分解装置２Ａでは、オゾン処理させる洗浄液に紫外線を照射する処理
が行われる。有機物分解装置２Ａにおいて行う有機物分解処理（第２変形例に係る有機物
分解方法）は、洗浄液にオゾンを作用させると共に紫外線を照射して香気成分（有機物）
を分解するものである。
【００９６】
　具体的には、紫外線照射装置４０は、オゾンを混合した後、脱気する前の洗浄液に紫外
線を照射する。洗浄液に紫外線を照射し、オゾン分子や水分子を励起させることにより、
オゾンの自己分解や水分子のラジカル化を促進させて促進酸化処理による香気成分の分解
を行う。例えば、波長２５３．７ｎｍ付近の紫外線によると、オゾンの自己分解と、これ
を契機とするラジカル生成反応とが進む。そのため、多量のヒドロキシルラジカル等の活
性種を発生させることができる。また、波長１８５ｎｍ付近の紫外線によると、水分子が
ラジカル化するため、直接的にヒドロキシルラジカルを発生させることもできる。
【００９７】
　以上の第２変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、紫外線による促
進酸化処理により、香気成分の効率的な分解を行うことができる。特に、多量のヒドロキ
シルラジカルを発生させることができるため、被洗浄設備から回収された洗浄液に難分解
性の香気成分が含まれていたとしても、香気成分の多くを速やかに分解させることができ
る。また、紫外線によってオゾンの自己分解が促進されるため、オゾン処理した後のオゾ
ン濃度をより確実に低減させることができる。そのため、洗浄液が被洗浄設備に供給され
たとき、オゾンによって被洗浄物が劣化したり、被洗浄設備内に空気溜まりが形成される
のが確実に防止される。また、オゾンを無害化処理するための排気処理装置６０を簡略化
することができる。
【００９８】
　以上、本発明の実施形態及び変形例について説明したが、本発明は、前記の実施形態や
変形例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が
可能である。或る実施形態や変形例の構成の一部を他の実施形態や変形例の構成に置き換
えたり、或る実施形態や変形例の構成の一部を他の実施形態や変形例に追加したり、或る
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実施形態や変形例の構成の一部を省略したりすることが可能である。
【００９９】
　例えば、前記の変形例１が備える第１加熱装置８１及び第２加熱装置８２の構成は、前
記の第１実施形態から第３実施形態のいずれに適用することも可能である。また、前記の
変形例２が備える紫外線照射装置４０の構成は、前記の第１実施形態から第３実施形態の
いずれに適用することも可能である。更に、前記の変形例１が備える構成と、前記の変形
例２が備える構成とを併用することも可能である。
【０１００】
　また、加熱装置８０は、洗浄液の流路上において、被洗浄設備Ｆからの回収側のみ、す
なわち、被洗浄設備Ｆの出口よりも下流、且つ、オゾン処理部の入口よりも上流にのみ配
置し、被洗浄設備Ｆに供給するときの液温が５０℃以上となるように、被洗浄設備Ｆから
回収された洗浄液のみを加熱してもよい。洗浄液を回収側で加熱する構成であると、供給
側のみで加熱する構成と比較して、低い加熱コストでオゾン処理の温度のみを調整するこ
とができる。このような配置においては、オゾンを作用させるときの液温、すなわち、オ
ゾン処理部における入口温度が５０℃以上、且つ、被洗浄設備Ｆに供給するときの液温、
すなわち、被洗浄設備Ｆにおける入口温度が５０℃以上となるように洗浄液を加熱するこ
とが好ましい。或いは、加熱装置８０は、オゾン処理部（処理槽２０等）に組み込まれて
いてもよいし、液状製品の製造設備（被洗浄設備Ｆ）に備えられる加熱殺菌機等がその機
能を兼ねてもよい。
【０１０１】
　また、有機物分解装置（１，２，３，１Ａ，２Ａ）は、アルカリ洗浄や酸洗浄を行う定
置洗浄ユニットとは別体に設けてもよい。例えば、循環ポンプ７０、加熱装置８０、給液
管１０１、排液管１０２、切換弁Ｖ１、及び、切換弁Ｖ２は、それぞれ独立に、有機物分
解装置と一体として設けてもよいし、有機物分解装置とは別体として設けてもよい。別体
として設けるときは、被洗浄設備Ｆの一部として設けてもよいし、その他の定置洗浄装置
（ユニット）の一部として設けてもよい。洗浄液専用の配管を被洗浄設備Ｆに接続し、ア
ルカリ洗浄液や酸洗浄液を流すための配管とは異なる配管によって洗浄液を供給又は回収
してもよい。
【０１０２】
　また、オゾン生成装置１０は、洗浄液に作用するオゾンを生成する限り、適宜の装置で
構成してよい。例えば、オゾンを含むオゾンガスを生成して洗浄液に気液混合する間接方
式に代えて、触媒電極により洗浄液中で水を電解してオゾンを生成する直接方式としても
よい。また、脱気装置５０は、気液分離膜を備える形態に代えて、沸騰により気液分離を
行う加熱脱気装置、遠心分離の原理で気液分離を行う遠心脱気装置、超音波の伝達により
気液分離を行う超音波脱気装置、気相部を減圧して気液分離を行う減圧脱気装置等の形態
としてもよい。
【符号の説明】
【０１０３】
１，２，３，１Ａ，２Ａ　有機物分解装置
１０　オゾン生成装置
１１　圧縮機
１２　酸素濃縮器
１３　オゾン発生器
１４　濃度計
２０　処理槽（オゾン処理部・脱気部）
２０Ａ　エジェクタ（オゾン処理部）
２０Ｂ　気液混合ポンプ（オゾン処理部）
４０　紫外線照射装置
５０　脱気装置（脱気部）
６０　排気処理装置
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７０　循環ポンプ
８０，８１，８２　加熱装置
１０１　給液管
１０２　排液管
１１０　供給管
１２０　回収管
１３０　反応管（オゾン処理部）
Ｆ　被洗浄設備
ｐ　被洗浄流路
Ｔ１，Ｔ２　温度センサ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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